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第１編 共通編 

第１章 総 則 

第101条 適用 

１ 地質・土質調査業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、三重県が発注する地質・

土質調査、試験、解析等に類する業務（以下「地質・土質調査業務」という。）に係る設計業

務等委託契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び

運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るため

のものである。 

２ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契

約の履行を拘束するものとする。 

３ 受注者は、「三重県建設工事検査規則」を遵守しなければならない。 

４ 特記仕様書、図面又は共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの

読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり若しくは今

後相違することが想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

５ 測量業務、用地調査等及び設計業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書に

よるものとする。 

第102条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「発注者」とは、三重県知事をいう。 

（２）「受注者」とは、地質・土質調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しく

は会社その他の法人をいう。 

（３）「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は現場代理人等に対す

る指示、承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第９条第1項に規定する者をいう。 

（４）「検査員」とは、地質・土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契

約書第31条第２項の規定に基づき検査を行う者をいう。 

（５）「現場代理人等」とは、契約の履行の現場代理人及び現場における施行の技術上の管理を

つかさどる主任技術者で契約書第10条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

（６）「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 

（７）「必要な知識と経験を有する技術者」とは、地質・土質調査業務に関する技術上の知識を

有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 

（８）「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

（９）「契約書」とは、「三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱」

に基づいて作成された書類をいう。 
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（10）「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書に対する質問

回答書をいう。 

（11）「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき

諸基準を含む。）を総称していう。 

（12）「共通仕様書」とは、各地質・土質調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書

をいう。 

（13）「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該地質・土質調査業務の実施に関する明細

又は特別な事項を定める図書をいう。 

（14）「数量総括表」とは地質・土質調査業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類を

いう。 

（15）「現場説明書」とは、地質・土質調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該

地質・土質調査業務の契約条件を説明するための書類をいう。 

（16）「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が

回答する書面をいう。 

（17）「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された

図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

（18）「指示」とは、監督員が受注者に対し、地質・土質調査業務の遂行上必要な事項について

書面をもって示し、実施させることをいう。 

（19）「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面を

もって行為、あるいは同意を求めることをいう。 

（20）「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督

員に対し、地質・土質調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

（21）「報告」とは、受注者が監督員に対し、地質・土質調査業務の遂行に係わる事項について、

書面をもって知らせることをいう。 

（22）「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもっ

て同意を求めることをいう。 

（23）「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た地質・土質調査業務の遂行上必要

な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

（24）「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

（25）「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

（26）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対

等の立場で合議することをいう。 

（27）「提出」とは、受注者が監督員に対し、地質・土質調査業務に係わる事項について書面又

はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

（28）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印した

ものを有効とする。 

１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後

日書面と差し換えるものとする。 
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して災害の防止に努めなければならない。 

（２）屋外で行う地質・土質調査業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分

する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 

（４）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁

止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

（５）受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うと

ともに立入り禁止の標示をしなければならない。 

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、

関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

７ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷

等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければ

ならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 

８ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に

報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員

から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

９ 受注者は、調査が完了したときは、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければなら

ない。なお、調査孔の埋戻しは、監督員の承諾を受けなければならない。 

第134条 臨機の措置 

１ 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならな

い。 

２ 監督員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、業務管理上重大な影響を及ぼし、又

は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求すること

ができるものとする。 

第135条 履行報告 

 受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督員に提出しなければなら

ない。 

第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更

する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は

夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 
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第137条 行政情報流出防止対策の強化 

１ 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第113
条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を

遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用

してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働

者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行

政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

（２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

（３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、協力者に対し本規

定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した

行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発

注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施におい

て付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）

を選任及び配置し、第113条で示す業務計画書に記載するものとする。。 

（２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ  セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ  セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

（１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事
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第３章 サンプリング 

第301条 目的 

乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状をより乱れ

の少ない状態で採取することを目的とする。 

第302条 採取方法 

１ シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具につ

いては、JGS1221（固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法）によるもの

とする。 

２ デニソンサンプリングは、中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具

については、JGS1222（ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法）によるものとす

る。 

３ トリプルサンプリングは、硬質の粘性土、砂質土の試料を採取するもので、採取方法及び器具

については、JGS1223（ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法）によるものとす

る。 

第303条 試料の取扱い 

１ 受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱いに注意す

るものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、監督員と協議するものとする。 

２ 受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。 

３ 受注者は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラバー等 

の防護物を配し、静かに運搬するものとする。 

第304条 成果物 

１ 成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）採取位置、採取深さ、採取長 

（２）採取方法 
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第406条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む） 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A 1221（スウェーデン式サウンディ

ング試験方法）により整理し提出するものとする。 

第３節 オランダ式二重管コーン貫入試験 

第407条 目的 

オランダ式二重管コーン試験は、軟弱地盤の原位置における土のコーン貫入抵抗を測定し、土層

の硬軟、締まり具合、又はその地盤構成を判定することを目的とする。 

第408条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1220（オランダ式二重管コーン貫入試験方法）によるものとする。 

２ 先端抵抗測定中及び外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度においても測

定するものとする。 

３ 試験中、目的の深度まで達する前に、礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督員と協

議するものとする。 

第409条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用してJIS A 1220（オランダ式二重管コー

ン貫入試験方法）により整理するものとする。 

第４節 ポータブルコーン貫入試験 

第410条  目的 

ポータブルコーン貫入試験は、浅い軟弱地盤において人力により原位置における土の静的貫入抵

抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合を判定することを目的とする。 

第411条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JGS1431（ポータブルコーン貫入試験方法）によるものとする。 

２ 貫入方法は人力による静的連続圧入方式とする。 

３ 予定深度に達しない場合で試験が不可能となった場合は、位置を変えて再度試験を行うものと

する。 

４ 単管式コーンペネトロメーターの計測深さは、原則として３ｍまでとする。 
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第412条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1431（ポータブルコーン貫入試験方法）

により整理し提出するものとする。 

第５章 原位置試験 

第１節 孔内水平載荷試験 

第501条 目的 

孔内水平載荷試験は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、地盤の変形特性及び強度特性

を求めることを目的とする。 

第502条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JGS1421（孔内水平載荷試験方法【地盤のプレッシャーメータ試験】）に

よるものとする。 

２ 試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする 

３ 測定 

孔内水平載荷試験は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。 

（１）点検とキャリブレーション 

試験に先立ち、試験装置は入念な点検とキャリブレーションを行わなければならない。 

（２）試験孔の掘削と試験箇所の確認 

試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければならな

い。なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。 

（３）試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 

（４）最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

（５）載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。 

（６）加圧操作は速やかに終え、荷重および変位量の測定は同時に行う。測定間隔は、孔壁に

加わる圧力を19.6KN/m2ピッチ程度または、予想される最大圧力の1/10～1/20の荷重変化

ごとに測定し、得られる荷重速度～変位曲線ができるだけスムーズな形状となるように

しなければならない。 

第503条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 
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（２）荷重強度－変位曲線 

（３）地盤の変形係数 

（４）試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1421（孔内水平載荷試験方法【地盤

のプレッシャーメータ試験】）により整理し提出するものとする。 

第２節 地盤の平板載荷試験 

第504条  目的 

平板載荷試験は、地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、この荷重の大きさと載荷板の沈下との

関係から、応力範囲の地盤の変形強さなどの支持力特性や、道路の路床・路盤などの地盤反力係数

を求めることを目的とする。 

第505条  試験等 

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。 

（１）地盤の平板載荷試験は、JGS1521（地盤の平板載荷試験方法）によるものとする。 

（２）道路の平板載荷試験は、JIS A 1215（道路の平板載荷試験方法）によるものとする。 

第506条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、測定値 

（２）地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙のJGS1521（地盤の平板載荷

試験方法）により整理し提出するものとする。 

（３）道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙のJIS A 1215（道路の

平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。 

第３節 現場密度測定（砂置換法） 

第507条  目的 

現場密度測定（砂置換法）は、試験孔から掘りとった土の質量とその試験孔に密度の既知の砂材

料を充填し、その充填に要した質量から求めた体積から土の密度を求めることを目的とする。 

第508条  試験等 

試験方法及び器具は、JIS A 1214（砂置換法による土の密度試験方法）によるものとする。 

第509条  成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、調査方法、測定値 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A 1214（砂置換法による土の密度試
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験方法）により整理し提出するものとする。 

第４節 現場密度測定（ＲＩ法） 

第510条 目的 

現場密度測定（ＲＩ法）は、放射性同位元素を利用して、土の湿潤密度と含水量を測定すること

を目的とする。 

第511条 試験等 

１ 本試験は、地表面型ＲＩ計を用いた土の密度試験に適用する。 

２ 試験方法及び器具は、JGS1614（RI計器による土の密度試験方法）によるものとする。 

第512条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、調査方法、測定値 

（２）含水比、湿潤密度、乾燥密度 

第５節 現場透水試験 

第513条 目的 

現場透水試験は、揚水又は注水時の流量や水位を測定し、地盤の原位置における透水係数及び平

衡水位（地下水位）を求めることを目的とする。 

第514条 試験等 

試験方法及び器具は、JGS1314（単孔を利用した透水試験方法）によるものとする。 

第515条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、深さ、調査方法、測定値 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1614（RI計器による土の密度試験方法）

によるものとする。 

第６節 ルジオン試験 

第516条 目的 

ルジオン試験は、ボーリング孔を利用して岩盤の透水性の指標であるルジオン値を求めることを

目的とする。 
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第517条 試験等 

１ 試験方法及び装置は、JGS1323（ルジオン試験方法）によるものとする。 

２ 限界圧力が小さいと予想される場合は、注入圧力段階を細かく実施し、限界圧力を超えること

がないようにする。 

第518条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、試験区間の深さ 

（２）平衡水位 

（３）注水圧力と注水量の時間測定記録 

（４）有効注水圧力と単位長さ当たりの注水量の関係（p-q曲線） 

（５）最大注水圧力 

（６）ルジオン値（Lu）又は換算ルジオン値（Lｕ'） 

第７節 速度検層 

第519条 目的 

速度検層は、ボーリング孔を利用して地盤内を伝搬するＰ波（縦波、疎密波）及びS波（横波、せ

ん断波）の速度分布を求めることを目的とする。 

第520条 試験等 

試験方法及び装置は、JGS1122（地盤の弾性波速度検層方法）によるものとする。 

第521条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、測定深さ（測定区間）、測定方法 

（２）測定波形、走時曲線、速度層の構成 

第８節 電気検層 

第522条 目的 

電気検層は、ボーリング孔を利用して地層の電気抵抗（比抵抗）を測定することを目的とする。 

第523条 試験等 

１ 試験方法及び装置は、JGS1121（地盤の電気検層方法）によるものとする。 

２ マイクロ検層（電極間隔2.5cm±5mm及び5cm±5mmが標準）、自然電位検層（ＳＰ検層）を実施

する場合は、特記仕様書によるものとする。 
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第524条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、測定深さ 

（２）掘削孔経、電気検層の種類及び電極間隔 

（３）検層装置の仕様 

（４）比抵抗曲線 

第６章 解析等調査業務 

第601条 目的 

１ 解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・土質調査

で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質・土質に関する総合的な解析とりま

とめを行うことを目的とする。 

２ 適用範囲は、ダム、トンネル、地すべり、砂防調査等の大規模な業務や技術的に高度な業務を

除くものとする。 

第602条 業務内容 

１ 解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。 

２ 既存資料の収集・現地調査は以下による。 

（１）関係文献の収集と検討 

（２）調査地周辺の現地調査 

３ 資料整理とりまとめ 

（１）各種計測結果の評価及び考察 

（２）異常データのチェック 

（３）試料の観察 

（４）ボーリング柱状図の作成 

４ 断面図等の作成 

（１）地層及び土性の工学的判定 

（２）土質又は地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。 

５ 総合解析とりまとめ 

（１）調査地周辺の地形・地質の検討 

（２）地質調査結果に基づく土質定数の設定 

（３）地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定 

（４）地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合） 

（５）調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基礎形式の適用に関

する一般的な比較検討） 
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（６）設計・施工上の留意点の検討（特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討） 

第603条 成果物 

成果物は、現地調査結果、ボーリング柱状図、地質又は土質断面図及び業務内容の検討結果を報

告書としてとりまとめ提出するものとする。 

第７章 軟弱地盤技術解析 

第701条 目的 

軟弱地盤技術解析は、軟弱地盤上の盛土、構造物（地下構造物、直接基礎含む）を施工するにあ

たり地質調査で得られた資料を基に、基礎地盤、盛土、工事に伴い影響する周辺地盤等について、

現況軟弱地盤の解析、検討対策工法の選定、対策後地盤解析、最適工法の決定を行うことを目的と

する。 

第702条 業務内容 

１ 解析計画 

業務遂行のための作業工程計画・人員計画の作成、解析の基本条件の整理・検討（検討土層断

面の設定、土質試験結果の評価を含む）、業務打合せのための資料作成を行うものとする。 

２ 現地踏査 

周辺の自然地形・改変地形を観察し、解析基本条件の整理・検討のための基礎資料とするとと

もに、周辺に分布する交差物、近接構造物等を把握し、必要な解析について計画を立てるための

基礎資料を得るものとする。 

３ 現況地盤解析 

（１）地盤破壊 

設定された土質定数、荷重（地震時含む）等の条件に基づき、すべり計算（基礎地盤の

圧密に伴う強度増加の検討含む）等を各断面にて実施して地盤のすべり破壊に対する安全

率を算定するものとする。 

（２）地盤変形 

設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、簡易的手法によって地盤内発生応力を各

断面にて算定し、地盤変形量（側方流動、地盤隆起、仮設構造物等の変位等及び既設構造

物への影響検討を含む）を算定するものとする。 

（３）地盤圧密 

設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、地中鉛直増加応力を算定し、即時沈下量、

圧密沈下量、各圧密度に対応する沈下時間を算定するものとする。 

（４）地盤液状化 

広範囲の砂質地盤を対象に土質定数及び地震時条件に基づき、液状化強度、地震時せん
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断応力比から、液状化に対する抵抗率FL値を各断面にて求め、液状化の判定を行うものと

する。 

４ 検討対策工法の選定 

当該土質条件、施工条件に対して適用可能な軟弱地盤対策工法を抽出し、各工法の特性・経済

性を概略的に比較検討のうえ、詳細な安定計算等を実施する対象工法を１つ又は複数選定するも

のとする。 

５ 対策後地盤解析 

現況地盤の改良等、対策を行った場合を想定し、対象範囲、対策後の地盤定数の設定を行った

上で、必要な解析を実施し、現地への適応性の検討（概略的な施工計画の提案を含む）を行うも

のとする。 

６ 最適工法の決定 

「対策工法の選定」が複数の場合において、「対策後の検討」結果を踏まえ経済性・施工性・

安全性等の総合比較により最適対策工法を決定するものとする。 

７ 照査 

検討を行った各項目毎に、基本的な方針、手法、解析及び評価結果について照査するものとす

る。 

第703条 成果物 

成果物は、現地踏査結果業務内容の検討結果及び照査結果を提出するものとする。 

第８章 物理探査 

第１節 弾性波探査 

第801条  目的 

弾性波探査は人工震源によって生じた地盤の弾性波伝幡速度を測定し、地層の物理特性を把握す

ると同時に断層破砕帯や基盤深度等の地下構造を調査するのを目的とする。 

第802条  業務内容 

１ 計画準備 

業務の目的・主旨を把握したうえで、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作成

するものとする。 

２ 現地踏査 

測線計画及び起振計画作成のために現地の状況を把握するものとする。 

３ 資料検討 

既存資料の整理・検討を行い、現地踏査結果を踏まえ、測線計画及び起振計画を作成するもの
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とする。 

４ 測線設定 

測線計画によって決定された測線長、方向及び測線数に基づき、現地で測量を行い、測線の両

端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定するものとする。 

５ 観測 

起振計画において決定された起振方法により、往復観測を行うものとする。 

６ 解析 

観測の結果に基づき、走時曲線図及び速度層断面図を作成し、地山の弾性波速度と地質及び地

層の力学的性質の判定を行うものとする。 

７ 報告書作成 

調査結果の評価、考察、検討を整理して報告書としてとりまとめるものとする。 

第２節 電気探査（比抵抗二次元探査） 

第803条  目的 

電気探査（比抵抗二次元探査）は、地中に電流を流して地中に生じる電位差を測定してその比抵

抗値を求め、風化岩と基盤岩の分布形態、砂礫などの堆積層と基盤岩の構造など、地層の分布構造

を把握することを目的とする。 

第804条  業務内容 

１ 計画準備 

第802条第１項に準じるものとする。 

２ 現地踏査 

測線計画及び電極配置計画作成のために現地の状況を把握するものとする。 

３ 資料検討 

既存資料の整理・検討を行い、現地踏査結果を踏まえ、測線配置計画、電極配置 選択、最小電

極間隔及び最大電極間隔を決定する。 

４ 測線設定 

測線計画において決定された測線長、方向、測線数及び電極間隔に基づき、現地で測量を行い、

測線の両端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定し、合わせて各測点の標高を求めるも

のとする。 

５ 観測 

電極配置計画において決定された電極配置により、電流、電位差の測定を行うものとする。 

６ 解析 

（１）観測結果を用い、見掛け比抵抗疑似断面図を作成するものとする。 

（２）観測結果を用いてインバージョン（逆解析）により比抵抗断面図を作成するものとする。 

（３）比抵抗断面図とその他の地質資料も考慮し、地山の比抵抗と地質及び地層の関係について

地質学的解釈を行うものとする。 
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７ 報告書作成 

第802条第７項に準じるものとする。 

第９章 地すべり調査 

第901条 目的 

地すべり調査は、地すべり面の分布・性状、地下水位、水みち等について調査するとともに、ど

の範囲の土塊がどのように動いているか、どのような機構で地すべりが発生しているかを解析し、

地すべり対策工法を検討することを目的とする。 

第902条 計画準備 

１ 第802条第１項に準じるものとする。 

２ 予備調査として以下の項目を実施するものとする。 

（１）既存資料調査 

対象地すべり地付近の地形、地質、水文、地すべりの分布、滑動履歴など既存資料を収集

するものとする。 

（２）地形判読作業 

地形図、空中写真等を用いて地すべりブロックを判定し、その周辺の地形分類、埋谷面図

等を必要に応じて作成するものとする。 

（３）現地調査 

地形、地質、水文、滑動現況及び履歴等の現地調査を行い、地すべり現況を明らかにし、

調査計画、応急対策計画の概要を調査するとともに、安定解析のため主測線、その他地す

べり調査計画上必要な基準線となる測線を定めるものとする。 

第903条 地下水調査 

１ 地下水位観測 

地下水位の変動を監視するために、ボーリング孔内の水位を観測するもので、調査方法は

JGS1312（観測井による砂質･礫質地盤の地下水位測定方法）によるものとする。 

２ 地下水検層 

ボーリング孔にトレーサー（地下水と電気抵抗あるいは温度の異なる水）を投入し、地下水の

流動箇所でトレーサーが希釈されることにより電気抵抗又は温度が変化することを利用して、地

下水の流動帯の有無とその深度を検知するもので、調査方法はJGS1317（トレーサーによる地下水

流動層検層方法）によるものとする。 

３ 間隙水圧測定 

電気式水圧計等を用いて飽和地盤の土粒子間の間隙に存在している水に働く圧力を求めるもの

で、調査方法はJGS1313（ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定方法）
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（３）観察結果を踏査経路、観察地点、写真撮影地点、資料採取地点等を地形図に記入してルー

トマップを作成し、地形の形成過程・地質状況の検討も含めて地質平面図、地質断面図に

とりまとめるものとする。 

５ 地質解析 

（１）地質工学的検討 

対象地域の地質構成、地質工学的特性を把握し、業務目的との関連で見た地質工学的性状、

問題点、今後の調査等の検討を行う。 

（２）報告書作成 

業務の目的を踏まえ、調査の方法、検討過程、結論について記した報告書を作成する。 

第1003条 成果物 

成果物は、次の物を提出する。 

（１）調査報告書 

（２）地質平面図 

（３）地質断面図 

（４）ルートマップ 

（５）露頭写真 

第11章 土質試験 

第1101条 試験方法 

１ 土質試験の方法は、原則として日本工業規格、地盤工学会規格等に準じて行うものとする。 

２ 物理的性質を求める試験、力学的性質を求める試験及び残留せん断強さを求める試験の方法の選

択は、設計図書又は監督員と協議し、現場状況に適合した適切な方法を選択するものとする。 

３ 試験の結果は、図表を用いて土の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。 

第1102条 成果物 

  成果物は、測定と解析データを提出するものとする。 
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第２編 治山編 

第１章 地すべり調査 

林野庁制定の「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」の第１編 地質・土質

調査業務標準仕様書第６章に準拠する他、別途定める特記仕様書による。 

なお、総則については、三重県制定の「地質・土質調査業務共通仕様書」の第１編 共通編 第１章

総則を適用する。 

※森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書において、「監督職員」を「監督員」

と読みかえる。 
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〔別添資料〕

様式－１ 報告書の表紙（例）

図－１ 土層断面図（例）（縮尺たて１：○○○ よこ１：○○○）

調 査 名：○○道路新設に伴う土質調査

平
成
○
○
年
度

○

○

調
査
報
告
書 

平
成 

年 

月 

○
○
○
事
務
所

平成○○年度 
○   ○  調査 

報 告 書

平成○○年○月

   ○  ○  ○ 事務所

   ○  ○  ○ 株式会社

凡 例

チュウ積層

Ａ Ｖ：火山灰質粘性土層

（関東ロームの二次タイ積物）

ＡＰＴ：高有機質層土層

（きわめて多量の植物繊維を含む）

Ａ Ｃ：粘性土層

（全体に若干の腐埴土を含軟質である）

洪積層

Ｄ Ｖ：火山灰粘性土層

（高台にのみ有出する関東ローム）

Ｄ Ｔ：凝灰質粘性土層

（常総粘土と呼ばれる一種の火山灰土である）

ＤＳＦ：砂質土層

（全体にシルト質である）

Ｄ Ｃ：粘質土層

（砂質粘土・シルト質粘土により成り硬質である）

Ｄ Ｓ：砂層

（成田層群の下部を占める密な砂層で細砂を主体と

する）

ＴＳ．ＴＣ：砂層・泥岩岩層

  （第３紀土 層群に相当し泥岩・砂岩より成る）

 ：乱さない試料採取場所
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様式－２ サンプリング採取記録（例）

調 査 名   ボーリング孔

調査地点 試料番号 探

発注者名 株式会社

１ 現場記録 （採取年月日：平成○○年○○月○○日 担当者 ○○ ○○

サンプリングの方法：

サンプリングチューブについての記載（サンプリング前）

 長 さ： 100㎝   外  径：78.2㎝ 外 径：78.2㎜ 
 肉 厚： 1.50㎝  刃先肉圧：0.21㎝ 刃先角度：  5.5度 
 材  質： ステンレススチール 

サンプリング後の記載 

サンプラー押込み長さ：Ｈ＝80㎝ ピストンロッドの相対的移 

実 側 試 料 長 さ：Ｌｇ＝79㎝ 動量から求めた採取長さ：Ｌ＝80㎝ 

実 採 取 変 形 比（Ｌｇ／Ｈ）×100＝98.8％ 全採取変形比：（Ｌｇ／Ｈ）×100＝100％ 

土 の 種 類：粘土 

シ ー ル の 材 料：マツヤニ２％混入パラフィン 

シ ー ル の 厚 さ：刃先部 ２㎝  上部 ４㎝ 

サンプリングにおける異常の記載：ボーリング機械の浮き上り、刃先の変形、引き上げ時の試料の 

脱落、その他の異常について記載する。 

 異常なし、押込時特に抵抗なくスムーズに貫入できる。 

試料の現での保管方法：運搬用防振箱に格納 シートをかけておく 

試験料の輸送方法：運搬用防振箱に入れライトバンにて運搬（平成○○年○○月○○日） 

Ⅱ 室内記録 

試料到着年月日：平成○○年○○月○○日 室内での保管方法：地下実験試料保管欄に格納 

試料押出し年月日：平成○○年○○月○○日 室内での保管方法：地下実験試料保管欄に格納 
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様 式 一 覧 表 

地質・土質調査業務共通仕様書 

様 式 名 称 関 係 条 項 (ページ) 様式集ページ

委 託 業 務 打 合 せ 簿 
第102条 

第18,20,21,23,26,27,36,37項 
( 3-2 ) 8 

委 託 業 務 着 手 届 第104条 ( 3-3 ) 1 

現場代理人等選任(変更)通知書 第108条第１項 ( 3-4 ) 2 

担 当 技 術 者 届 第110条第１項 ( 3-5 ) 4 

経 歴 書 第110条第１項 ( 3-5 ) 5 

記 録 簿 第112条第１～２項 ( 3-6 ) 9 

業 務 計 画 書 第113条 ( 3-6 ) 6 

業 務 工 程 表 第113条 ( 3-6 ) 7 

身 分 証 明 書 第117条第４項 ( 3-8 ) 21 

成 果 物 作 成 要 領 第118条 ( 3-8 ) 66 

電 子 媒 体 等 納 品 書 第118条 ( 3-8 ) 18 

再 委 託 （ 変 更 等 ） 申 出 書 第129条 ( 3-11 ) 14 

再 委 託 に つ い て 第129条 ( 3-11 ) 15 

履 行 体 系 図 第129条 ( 3-11 ) 16 

事 故 報 告 書 第133条第８項 ( 3-13 ) 17 
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